
令和５年度事業計画 

Ⅰ はじめに 

我が国の経済情勢は、経済活動の正常化を背景にコロナ禍で抑制されていた需要の回復が

続き、緩やかな持ち直し傾向にあります。円安・資源高による輸入コストの増加とその価格

転嫁の広がりによる消費者物価の上昇が消費マインドを悪化させており、企業賃金の引上げ

とコロナ禍の貯蓄による下支えが有るものの、個人消費の回復は遅れている状況です。また、

企業における雇用情勢については、少子高齢化の影響により深刻な人材不足と労働力人口

の減少が発生しています。 

シルバー人材センター事業運営にとっては、企業等における人手不足は追い風になるもの

の、本年10月には消費税のインボイス制度による影響と、上記のとおり個人消費回復の遅れ

により先行き不透明な状態が続くことが予想されます。 

こうした中、令和４年度における当センターの事業実績は、区内有料自転車駐車場のうち

環七南・高島平エリアが指定管理者制度に移行したことと、公共施設のいこいの家が終了し

た影響により前年度対比約１％減で推移しております。また、令和５年度においても、区内

有料自転車駐車場のうち東上線・志村エリアが同様に指定管理者制度に移行し、大幅な就業

時間の減少が見込まれております。 

労働者派遣事業については、受注件数及び契約金額ともに前年度対比で大幅に増加してい

ます。 

一方、所属会員数については、前年度対比100名程の減で推移しております。 

これらの状況を踏まえ、今後は、会員数増とともに早急に就業開拓促進を図り、受注件数

の増加及び就業率向上を目指した事業運営を推進していきます。そのための具体的な方策と

して、昨年度に引続き①センターの広報活動、②新規会員入会説明会、③労働者派遣事業、

④会員の就業確保策、⑤安全就業の以上５点が挙げられます。 

第一に広報活動については、センター事業の普及啓発や入会促進等ＰＲ活動をより一層強

化すべく、新聞折り込み広告、区内を走るバスのラッピング広告等を活用し、区民や区内事

業者をはじめとする関係者にセンター事業を認知していただくとともに、地域密着の観点か

ら、広報いたばしにおけるセンター記事の掲載による区民へのＰＲ、町会・自治会の掲示板

及び関係団体が発行する刊行物等へのセンター広告の掲示など多面的・多角的に取り組んで

いきます。 

第二に入会説明会については、スマートフォンの普及率向上を鑑み、WEB による入会説明

会の導入、夕方・休日における説明会の実施、会員層の薄い区界や区内人口密度が高い地域

における出張入会説明会の実施に加え、事務職や保育職など特定の職種に特化した職種別入

会説明会を開催するなど、幅広い層の区民に対する入会機会のより一層の増加に取り組んで

いきます。 

第三に労働者派遣事業については、適正な契約締結推進の観点から、発注者へのより一層

の理解の促進に取り組んでいきます。また、多様化する会員の就業ニーズに対応し、魅力あ

る仕事を確保するため、就業開拓のより一層の推進に取り組んでいきます。また、福祉業界

の中でも人手不足が顕在化している保育業界や介護業界に対し、センター会員を受け入れる

ことで得られる助成金活用を始めとする事業 PR を実施し、特に女性会員のこれまでの経験を



生かし、活躍することができる職種の就業開拓にも取り組んでいきます。これらに加え、地

域に根差した取組みとして、区役所の関係部署や産業振興公社、信用金庫などの区内産業団

体等との連携の充実を図り、区内事業者人材の確保や、これまで培ってきた会員のキャリア

を生かした的確なマッチングなど、シルバー人材センターが企業並びに会員の抱える課題解

決を担うプレイヤーとしての事業展開を図っていきます。 

第四に会員への就業機会確保策については、上記の地域団体との連携強化に加え、区内に

ある大学と産学連携をし、調査協力や連携から派生される様々な受注を目指したていきます。

また、シルバー人材センターの発注者に対し、就業ニーズの聴取・抽出を行い、未開拓職種

の掘り起こしや、就業率の向上を図り、未就業者や新規入会者に対して幅広い職種で就業

マッチングに繋げられるよう取り組んでいきます。 

第五に安全就業については、シルバー人材センターにおいては安全就業が何よりも優先さ

れるという考えの下、あるゆる事故を減少させられるよう、就業現場の安全点検、会員への

安全就業意識の啓発など、センターを上げてより一層の安全対策に取り組んでいきます。ま

た、猛暑対策や感染症拡大防止対策についても、会員への啓発活動に加え、必要に応じて留

意すべき就業上の注意点などについて発注者と協議を行っていきます。 

以上のことを念頭に置き、今後はアフターコロナに向けた事業展開を模索しながら、安定

的なシルバー人材センター事業の継続を図り、高齢者の社会参加をより一層促進させること

によって、活力ある地域社会への構築に対し積極的に貢献すべく、令和５年度事業計画を以

下により策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 基本方針 

１ 事業運営 

（１）公益社団法人板橋区シルバー人材センターへの理解・活用促進活動及び入会促進活動を

推進し、会員増強を図る。 

（２）未就業会員の状況を改善するため、積極的な就業開拓に努める。 

（３）公益法人としての更なる期待に応えるため、シルバー人材センター制度の仕組みを生か

しながら、社会貢献活動の充実を図る。 

（４）就業会員のセンター会員としての帰属意識を高めるとともに、仕事の質を高めるため、

就業会員の研修・講習、仕事別グループ会議を充実させる。 

（５）会員の健康と安全就業・活動は、全てに優先するという理念の下、会員の健康維持・増

進を図ると共に、安全意識の向上と安全就業の推進を図る。 

（６）高齢者の就業相談を実施する。 

（７）事業運営の参考とするため、発注者に対する調査研究を行う。 

（８）労働者派遣事業における就業開拓を推進する。 

 

 

２ 組織体制 

公益社団法人としてふさわしい組織を作るために 

（１）会員主体の自主・自立の組織作りに取り組む。 

（２）コンプライアンスを重視する組織作りに取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 事業実施計画 

１ 事業運営 

（１）板橋区シルバー人材センターへの理解・活用促進活動及び入会促進活動の推進 

シルバー人材センター事業の普及に努め、広く地域社会の支持を得ると共に、入会を促

進するため、次のような多面的活動を行う。 

区    分 説       明 実施回数 

入会希望者説明会（WEB含む） センターの事業内容・就業状況の説明 
月１回 

以上 

出張入会希望者説明会 
ふれあい館他に出張し、センター事業内容・就業状況の

説明 
随時 

土日・夜間入会希望者説明会 
様々な区民のライフスタイルを想定し、土日・夜間に説

明会を開催する。 
随時 

職種別入会希望者説明会 
事務職や保育業界などの職種に特化した説明会を開催す

る。 
随時 

広報誌「生きいき」の発行 全会員及び地域センター等に配付 年５回 

リーフレット及びパンフレッ

トの配布 

関係方面に配布し、センターが受注できる仕事の開拓を

図る 
随時 

ホームページの充実 センター事業、運営のＰＲ、会員募集等、充実を図る 随時 

区刊行物の積極的活用 
区の広報紙などに積極的に広告を掲載し、シルバー人材

センターのＰＲを行う 
随時 

「区民まつり」等地域のまつ

りに参加 

シルバーコーナーを設け、来場者に事業内容記載のＰＲ

グッズ等を配布し、周知を図る 
随時 

区役所本庁舎におけるＰＲ 区役所本庁舎イベントスペースにて、来場者にＰＲ活動 随時 

パブリシティー 
報道機関等の取材活動に協力することにより、事業内容

の周知を図る 
随時 

関係団体の機関紙への掲載 関係団体の協力を得て、会報等による広域的ＰＲを図る 随時 

町内掲示板及び広告媒体を活

用したＰＲ 

新聞折込及び公共交通機関における広告の掲示、町会・

自治会の掲示板を活用してセンター事業の普及啓発、会

員募集等のＰＲを行う 

適宜 

（２）就業場所の幅広い開拓及び拡大、未就業会員の状況改善 

  ①就業開拓及び拡大について 

一般家庭、民間事業所、官公庁等に高齢者就業の理解を求め、積極的に就業機会の開拓

及び提供を行い、就業促進を図る。 

   ア）産業振興公社、信用金庫、大学等と連携し、区内企業の様々な人材要望に応え、積

極的な就業開拓に努めると共に、会員の就業機会の拡大を図る。 

   イ）区内町会・自治会掲示板にセンター名が入った広告を掲示する。 



   ウ）公共交通機関においてＰＲ広告を掲示する。 

   エ）新聞広告、商工団体等に記事の掲載を依頼する。 

   オ）ホームページの周知・利用推進を呼びかけ、閲覧者層の拡大を図る。 

   カ）ＰＲグッズを配布する。 

  ②就業機会の提供 

未就業会員に対し、電話サービス、インターネットホームページ、事務局内の掲示によ

り、就業情報を提供する。また、必要に応じ、郵送による就業情報の送付も実施する。 

  ③就業希望者登録説明・選考会の実施 

未就業会員のニーズと、就業会員募集を効率良く結びつけるため、学童擁護、放置自転

車防止業務、公共施設管理、事務職等、就業者数の多い職種や、事業実績が伸びている労

働者派遣事業における就業希望者登録説明・選考会を実施する。 

  ④独自事業 

   ア）ソーイング事業 

会員の持っている特技、経験（縫製の仕事）を生かして実施している衣類のオー

ダー・リフォーム事業及びバッグや小物の製作・販売事業を継続して実施する。 

   イ）シニアエアロビクス事業 

シニアエアロビクス教室を９ヶ所で開催し、更に教室の拡大に努める。 

   ウ）木工クラブ事業 

木のおもちゃ等を制作して、イベント等で販売する事業を継続して実施する。 

   ※自転車リサイクル事業は令和４年度末で事業廃止。 

  ⑤日常生活支援総合事業の拡充 

生活支援事業を拡充させるため、引き続き関係諸機関を訪問し、広報活動を行う。また、

受注拡大を狙い、区内各お年寄り相談センター長に従事者向け研修講師を依頼する。 

（３）社会貢献活動の充実 

より多くの会員が活動に参加することにより、社会貢献へとつなげる。 

 

 

項   目 実  施  内  容 実施回数 

ライフサポート事業 
高齢世帯等の生活支援など、ちょっとした家庭のお手伝

いを支援する 
随時 

木のおもちゃ貸出し事業 
子育て支援施設等に、木のおもちゃを一定期間無償で貸

し出す 
随時 

シニアエアロビクス教室 
区民の健康力向上を図るため、シニアの為に開発された

エアロビクスを会員が指導する教室 
延290回 

転倒予防講習 
地域班懇談会終了後、転倒予防体操を会員が指導 一般

区民も参加可能 
20地区 

東京マラソン祭り参加 
東京マラソン祭りの観客整理等、会員がボランティアと

して活動する 
1回 

いたばし子ども見守り隊 
子どもたちの登下校時間に合わせ、散歩や買い物をして

安全確保に努めるボランティア活動 
随時 



（４）会員の帰属意識を高め、また、就業会員の仕事の質を高める研修・講習及び仕事別グ

ループ会議 

  ①会員・役員の知識・技術・技能の向上を図るため、次の表の研修を実施するとともに、

外部開催研修の活用を積極的に進める。 

項   目 実  施  内  容 実施回数 

接遇研修 会員の接遇対応能力向上を図るための研修 500名対象 延10回 

職種別研修 職種毎に異なる課題を解決するための研修 500名対象 延10回 

生活支援サービス研修 生活支援サービス就業希望者向けの研修 適宜 

派遣就業者向け研修 派遣就業者向けの研修 適宜 

普通救命救急講習 
会員の安全就業に対する意識を高めるとともに、地域支援の

立場から人命救助に役立つ救命救急講習会を開催 
年2回 

植木技能研修 植木の手入れ座学及び実技研修 年3回 

理事、監事研修 東京しごと財団、全シ協等の各種研修を活用 年4回 

第３ブロック研修 
1 理事、地区リーダー等を対象とした研修 

2 仕事別リーダー等を対象とした研修 
各1回 

都立高等職業技術専門校の研修受講助成 随時 

東京しごと財団による「就業支援講習・職域拡大技能講習」等の活用 随時 

  ②会員向け広報誌の発行及びホームページ 

会報「生きいき」を年5回発行し、会員の知識や情報の取得を図り、センターへの帰属意

識を高める。また、ホームページを刷新することで会員に親しまれ利用しやすいサイトと

なるよう改善し情報を提供する。 

  ③会員の仕事別グループ会議及び連絡会 

植木職、除草職、表具職、学童擁護、有料自転車駐車場、地域センター（ホール）、家事

援助便利班、シニアエアロビクスに従事する会員を対象に、グループ会議及び連絡会を実

施する。 

  ④会員の就業意欲の向上を図るために会員表彰を行う。 

（５）会員の安全就業対策 

会員の就業の安全を図るため、安全管理委員会を中心に東京しごと財団と連携を図りな

がら、会員に対する安全就業・活動対策を実施する。 

  ①事故防止 

   ア）安全就業について啓発・指導を徹底し、就業途上・就業中の事故防止に努めるため、

安全管理委員、安全支援員が就業場所を夏期、冬期に巡回する。また、特に事故の

多い植木職については毎月巡回指導を行う。 



   イ）ヘルメット、保護ロープ、安全ジャンパー・帽子等を貸与し、会員の事故防止を図

るため、着用を徹底する。 

   ウ）夏季及び冬季における安全就業推進のための啓発文送付の他、必要に応じた取組を

実施する。 

   エ）類似事故の防止対策に役立てるため、安全管理委員及び安全就業推進員による事故

現場の確認を行う。 

   オ）安全管理委員会及び安全支援員連絡会において事故原因の分析を行い、再発防止策

を検討する。 

   カ）植木職、除草職及び公園管理業務の会員に対し、虫刺され対策として、ポイズンリ

ムーバー(毒吸引器)を配布する。 

  ②適切な事故対応 

会員自身、同僚、お客様等が万一事故にあったときに適切な対応ができるよう、応急手

当やＡＥＤの使用法など、普通救命救急講習を実施する。 

  ③会員に対する安全就業・活動意識の向上策 

   ア）安全就業手帳に盛り込む「安全のしおり」の内容を充実させ、活用を促す。 

   イ）広報誌「生きいき」に毎回「安全通信」を掲載し、安全に対する意識の向上を促す。

また、ホームページにおいても、毎月事故報告を掲載し安全就業の注意喚起を図る。 

   ウ）定時総会開催時に、安全啓発チラシを配布する。 

   エ）安全標語を募集し、安全対策に活用する。 

   オ）生活の安全を図るため、警察から情報提供のあった内容を広報誌に掲載する。 

  ④会員の転倒事故予防と健康づくり支援 

   ア）柔軟性とバランス力を高め、転びにくい身体作りをする転倒予防講習会を地域班懇

談会の機会を活用して、年20回実施する。 

   イ）会員の健康管理を図るために、区の健康診断受診を奨励する。 

  ⑤自転車安全運転講習の実施 

東京しごと財団主催の自転車安全運転講習会に安全管理委員が参加する。また、警察と

自転車安全運転講習会を協同開催する。これにより、専門家による自転車の乗り方指導や、

スタントマンによる事故再現を見せることで正しい交通ルールを教授することが可能とな

る。 

  ⑥自転車保険への加入 

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」における、自転車利用者の自

転車損害賠償保険等への加入の義務化を受け、自転車保険への加入を奨励する。 

（６）高齢者の就業相談 

  ①高齢者の就業に関する各種資料を整備し、事務局にて常時相談を実施する。また、入会

説明会において、シルバー人材センター以外の就労を望む人達に対しても他機関を紹介

し、就業案内を行う。 

  ②年２回、アクティブシニアの合同就職面接会に参加して、就業相談を受ける。 

  ③未就業会員を対象に、年5回以上個別就業相談会を開催して様々な就業上の相談に乗り、

就業情報活用の周知を図り、就業率を高める。 

  ④高島平分室（ＷＯＲＫ‘Ｓ高島平）にて就業情報及び入会説明会の受付を実施する。 

  ⑤就業相談会に参加できない方を考慮し、グリーンホールなどで出張就業相談会を実施す

る。 

 



（７）円滑な事業推進に資する調査研究 

発注者現況調査の実施 

既存の継続契約の発注者を対象にアンケート調査を実施して満足度及び就業ニーズを把

握し、受注の拡大、発注者に満足して頂ける仕事の充実、就業のマッチングにつなげる。 

（８）シルバー人材センター労働者派遣事業の推進 

既存受注のうち、請負契約に馴染まない職種については、派遣契約に切り替えるよう発

注者に依頼していく。また、派遣契約が望ましい事務系職種等の新規受注についても、積

極的に契約締結し就業開拓に力を入れる。さらに、福祉・保育などの人手不足分野におけ

る高齢者活用のＰＲを積極的に行い、これまで以上に魅力ある職種の開拓も行う。 

 

 

２ 公益社団法人としてふさわしい組織を作るために 

（１）会員主体の自主自立の組織作り 

会員主体の組織活動を活発化させることを目標に、次の活動を行う。 

  ①理事会開催   年13回 

シルバー人材センター事業・運営について協議し、意志決定を行う。 

  ②委員会 

   ア）安全管理委員会 

会員の安全就業について計画を策定し、就業場所の巡回等、会員の安全意識の向上を

推進する。 

   イ）広報委員会 

広報誌「生きいき」の編集、作成、発行を行う。 

   ウ）衛生委員会 

労働者の健康障害防止対策、健康保持増進対策を始めとする、労働者の健康に資する

取り組みについて審議する。 

  ③地域班活動 

班主体による懇談会を各班年1回開催し、会員や地域の高齢者に事業理念の理解浸透、情

報伝達を行い相互の交流を図る。 

  ④仕事別グループ会議の開催 

既に開催されている仕事別グループ会議を拡充、実施する。 

（２）コンプライアンスを重視する組織作り 

  ①適正就業体制の確立 

   ア）請負契約の適正化 

国の見解を踏まえ、契約書類の適正化、就業実態の把握や点検を随時行い、適正就業

を推進する。 

   イ）ワークシェアリング（分かち合い就業） 

月10日以上又は週20時間を超える仕事についてワークシェアリングに努める。また、

同一箇所、長期就業に対しても適正化に努める。 

  ②個人情報保護体制の徹底を図る。 

  ③公益社団法人として、より適切な会計処理を行うために、公認会計士による外部監査の

ほか、毎月指導を受ける。 


